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新計画の構成 新計画の考え方

第１章 計画の策定にあたって

第１節 策定の背景と趣旨

第 2 節 計画の期間

第 3 節 計画の位置づけ

第１章 計画の策定にあたって

１策定の背景と趣旨

 2 計画の期間

 3 計画の位置づけ

※計画の対象

〇節構成は現行計画を踏襲することと

し、内容を最新情報（法律や国の動

向等）に基づき更新する。

※計画の対象（乳幼児から30代までを明記）

第２章 本市の現状と課題

第１節 人口や世帯の状況

第 2 節 就労の状況

第 3 節 婚姻の状況

第 4 節 子育て支援施策の概況

第２章こども・若者を取り巻く現状と課題

１ 人口や世帯の状況

 2  就労の状況

 3  婚姻の状況

 4  子育て支援施策の概況

※こども・若者を取り巻く状況

〇節構成は現行計画を踏襲する。

〇1、2、３ は最新の内容に更新。

〇4 は新型コロナウィルス感染症によ

る影響、こども基本法施行、児童福

祉法改正、ヤングケアラー、幼児教

育・保育の質の充実等を踏まえる。

※子ども・若者を取り巻く状況も踏まえる。

第３章 計画の基本的な考え方

第１節 計画の基本理念

第２節 基本的な視点

第３節 基本目標

第４節 施策の体系

第３章 計画の基本的な考え方

１計画の基本理念

２基本的な視点

３基本目標

４施策の体系

〇節構成は現行計画を踏襲する。

〇市の上位計画である「総合計画」など、各種計

画との整合性等について調整を図る。

第 4 章 子ども･子育て支援事業計画

第１節 子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ

等調査結果の概要

第２節 教育・保育提供区域

第３節 幼児期の教育･保育事業･サービス量の見

込み及び提供体制

第４節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

及び確保の方策

第 4～６ 章 こども・若者施策の展開（例）

１ ライフステージを通した重要事項 （例）

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

（４）こどもの貧困対策

（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの

支援

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組

第 5 章 次世代育成支援行動計画

第１節 地域における子育て支援の推進

第２節 妊婦並びに乳幼児等の健康の保持及び増

進

第３節 子どもの成長に資する教育環境の整備

第４節 子育てを支援する生活環境の整備

第５節 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の推進

第６節 要保護児童への対応などきめ細かな取り組

みの推進

第 6 章 ひとり親家庭等自立促進計画

第１節 計画策定の趣旨

第２節 ひとり親家庭等自立促進計画策定のための

アンケート調査結果の概要

第３節 ひとり親家庭等を取り巻く現状と課題

第４節 計画の目標及び施策の推進

第 7 章 子どもの貧困対策計画

第１節 計画策定の趣旨

第２節 計画の目標及び施策の推進

第３節 子どもの貧困に関する指標

第７ 章 教育・保育事業の量の見込みと確保の方策

（子ども･子育て支援事業計画）

１子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ等調査結果の概要

２ 教育・保育提供区域

３ 幼児期の教育･保育事業･サービス量の見込み及び提供体制

４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の方策

〇第4章を第7章に移動。

構成は最新情報（法律や国の動向等）に基づき

更新する。

第 8 章 計画の推進に向けて

第１節 計画推進における基本的な考え方

第２節 市民、関係機関、団体との連携

第 8 章 計画の推進に向けて

第１節 計画推進における基本的な考え方

第２節 市民、関係機関、団体との連携

〇節構成は現行計画を踏襲する。

〇推進体制については、各課/分野との

具体的な連携体制を図式化する。

資料編

泉佐野市子ども・子育て会議 委員名簿

泉佐野市子ども・子育て会議条例

泉佐野市子ども・子育て会議条例施行規則

資料編

泉佐野市子ども・子育て会議 委員名簿

泉佐野市子ども・子育て会議条例

泉佐野市子ども・子育て会議条例施行規則

〇資料は現行計画を踏襲する。

令和６年8月16日泉佐野市子ども子育て会議資料

〇第 4～6 章については、こども基本法に基づく

「市町村こども計画」として展開し、以下の計画を

内包する施策展開とする。

◆こども計画

・「子ども子育て支援事業計画」

・「次世代育成支援地域行動計画」

・「子ども・若者計画」

・「子どもの貧困対策計画」

・ 「ひとり親家庭等自立促進計画」

※こども家庭庁が公表している「自治体こども計画

策定のためのガイドライン」では、こども計画として

策定することで期待されることとして「区域内のこど

も施策に全体として統一的に横ぐしを刺すこと、

住民にとって一層わかりやすいものとすること」など

が挙げられています。

見直しにあたり、こども大綱を踏まえた内容とするた

め、構成や施策体系から全体的に改定する必要

があると考えます。

（第２期）いずみさのこども未来総合計画（こども計画）の構成イメージ
（第1期）いずみさの子ども未来総合計画

2  ライフステージ別の重要事項 （例）

（１）誕生前から幼児期までの支援

（２）学童期・思春期の支援

（３）青年期の支援

3  子育て当事者への支援 （例）

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減

（２）地域子育て支援、家庭教育支援

（３）共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な

参画促進・拡大

（４）ひとり親家庭への支援

〇こども計画の構成について（参考資料）


